
     初年度（６月末まで）        提出       ２年度目（６月末まで）       提出       ３年度目（６月末まで）       提出               ４年度目（６月末まで）       提出    
            
 

自動車使用合理化計画 手続きの流れ 特定事業者 県 
計 画 期 間 （３ 年 間） 自動車使用合理化実施状況報告書の公表 自動車使用合理化実施状況報告書の公表 自動車使用合理化実施状況報告書の作成 

自動車使用合理化計画書の作成 自動車使用合理化計画書の公表 自動車使用合理化計画書の公表 計画を大幅に変更した場合は，速やかに変更後の計画書を提出 

計 画 終 了 後 

自動車使用合理化実施状況報告書の公表 
自動車使用合理化実施状況報告書の公表 

自動車使用合理化実施状況報告書の作成 自動車使用合理化実施状況報告書の公表 
自動車使用合理化実施状況報告書の作成 自動車使用合理化実施状況報告書の公表 

次の計画書を提出（３年ごと） 計画終了 


